
日本政策投資銀行のＬＯＩ（関心表明書）について  
 

 

 平成 14 年 12 月 13 日、日本政策投資銀行から本事業に対し、本事業に係

る事業者が選定され、当該事業者からの要望があった場合には、事業者にお

いて責任ある体制が組まれることを前提として、日本政策投資銀行は融資の

検討を真摯に行う用意がある旨のＬＯＩ（関心表明書）が提出されました。 

 このＬＯＩに関する照会に関しては、日本政策投資銀行首都圏企画室に直

接、お問い合わせ下さい。 

 

   （照会先） 

      日本政策投資銀行 首都圏企画室 

       ０３－３２４４－１９６５ 担当：小林 

 

 

日本政策投資銀行の融資等の取り扱いについて 

 

 入札説明書において示したとおり、入札参加者は当該融資を利用するこ

とを前提として提案することは可能ですが、入札参加者は自らのリスクで

その活用を行うこととし、衆議院は同行からの調達の可否による条件変更

は行いません。 

 なお、当該融資制度の趣旨は、民間事業者の提案喚起及び選定事業の安

定性向上にあることから、当該融資を提案に織り込む場合には、民間金融

機関と同様の金利を前提とすることとしているので、この点に留意して、

提案を行ってください。 

 


